
控除税額の計算方法はこ

の欄で確認してください。

簡易課税の場合、簡と記

載されています

簡易課税の場合、様式番

号が異なります



課税資産の譲渡等の対価の額

資産の譲渡等の対価の額

端数処理が反映されてしまうた

め、この％は使用しないこと。
※確定申告上の計算において、端数処理後

の課税売上割合を採用している場合は、別

途ご相談ください。

・取引が新税率のみの場合は、付表2-3のみ

・取引が旧税率を含む場合は、付表2-1及び付表2-2


